
 

令和５年 10 月号（第 192 号） 

（令和５年 10 月 31 日配信） 

市 民 文 化 局 地 域 安 全 推 進 課 

ご登録ありがとうございます。 

市内における犯罪や交通事故の発生状況

などを定期的に配信しています。 

今後も、皆様の生活に役立つ、防犯対策の

ポイントや交通安全対策を更新してまいり

ますので、引き続きよろしくお願い致しま

す。 



 
 
 

 

 
 
 

●特 殊 詐 欺 被 害 状 況 （ 令 和5年９月末現在（暫定値）） 
 被害件数 被 害 額 

神奈川県 1,520 件 約 31 億 4,300 万円 

川崎市内 223 件 約４億 9,500 万円 

《特殊詐欺被害防止対策》 
● 自宅の固定電話は、常時、「留守番電話」に設定して、不審な電話には出ないように

して下さい（犯人は自分の声が録音されるのを嫌がります）。 
● 迷惑電話防止機器の設置（着信音が鳴る前に、相手へ「この電話は録音されます」

と警告する機能等があります）。 
● 迷惑電話防止機能付き固定電話の設置（電話機に警告メッセージを流したり、迷惑

電話をブロックする機能等があります）。 
● 電話転送サービスの設定（登録されていない番号からかかってきた電話を、家族に

転送してくれるサービスです）。 



 

＊警察署管内数値の合計です。                （数値は暫定値） 

 

 
 区 別 

認 知 件 数 
（件） 

前年同期比 
(件） 

増 減 率

（％） 

川  崎  区 １，８１９ +４４１ +３２．０ 

幸        区 ６０１ +１１８ +２４．４ 

中   原   区 ８２１ +１５１ +２２．５ 

高   津   区 ６６０ +９５ +１６．８ 

宮   前   区 ５５７ +１５１ +３７．２ 

多   摩   区 ７０１ +２２０ +４５．７ 

麻   生   区 ３６８ +１１１ +４３．２ 

総    計 ５，５２７ +１，２８７ +３０．４ 

【 概 要 】 
川崎市内における令和５年９月末現在の刑法犯認知件数は、 

５，５２７件、前年同期比＋１，２８７件（＋３０．４％） 
と増加しています。 

主な犯罪で増加したのは 

 
自転車盗    （２，１５０件、前年同期比 ＋７０１件） 
万引き     （  ６３８件、前年同期比 ＋１２３件） 
オートバイ盗  （  １１７件、前年同期比  ＋６３件） 
出店荒し    （   ６７件、前年同時期  ＋５３件） 
車上狙い    （  １２７件、前年同期比  ＋４０件) 
特殊詐欺    （  ２２３件、前年同期比  ＋４６件） 
器物損壊等   （  ２３０件、前年同期比  ＋３６件） 

 
などで、減少したのは 

 
事務所荒し   （ ２２件、前年同期比  －１０件) 
部品ねらい   （  ６５件、前年同時比   －５件） 
自動販売機ねらい（ １７件、前年同期比   －３件） 

などです。                     （数値は暫定値） 



 

●県内の犯罪発生状況（令和５年９月末 刑法犯認知件数） 

 認 知 件 数 
（件） 

前年同期比 
(件） 

増 減 率

（％） 

神 奈 川 県 ３２，３２１ ＋６，３１１ ＋２４．３ 

＊数値は暫定値です。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

【 概 要 】 
神奈川県内における令和５年９月末現在の刑法犯認知件数は、 

３２，３２１件、前年同期比 ＋６，３１１件（＋２４．３％） 
と増加しました。 

 
主な犯罪で増加したのは、 

自転車盗    （８，３３３件、前年同期比 ＋２，３８５件） 
万引き     （４，２８２件、前年同期比 ＋  ６７７件） 
オートバイ盗  （１，０８０件、前年同期比 ＋  ４００件） 
部品ねらい   （１，１２９件、前年同期比 ＋  ２７８件） 
器物損壊等   （１，７０８件、前年同期比 ＋  ２３７件） 
置引き     （  ７６８件、前年同期比 ＋  １８５件） 
特殊詐欺    （１，５２０件、前年同期比 ＋  １６４件） 
自動車盗    （  ３２４件、前年同期比 ＋  １２３件） 
出店荒し    （  ２８４件、前年同期比 ＋  １１２件） 

 
などで、減少したのは、 

 
放火      （   ２５件、前年同期比 －１６件） 
車上ねらい   （  ８２０件、前年同期比  －５件）  
ひったくり   （   ５６件、前年同期比  －３件） 

などです。                      （数値は暫定値） 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市内の「自転車盗」の被害は、令和５年９月末時点 
２，１５０件（前年同期比 ＋７０１件、+４８．４％） 

 「オートバイ盗」は 

   １１７件（前年同期比 ＋６３件、+１１６．７％） 

です。 

 二つの罪種の合計は、全体(５，５２７件)の約４１．０％ 

を占めています。 

～被害防止のポイント～ 

● 短時間の駐輪でも必ず鍵を掛けましょう。 
● ワイヤー錠や U 字ロックなどで二重に鍵を掛けましょう。 
● 自転車・オートバイは、駐輪場など決められた場所に止めましょう。 

 

 

川崎市内  １２７件（前年同期比 +４０件） 

神奈川県内 ８２０件（前年同期比  －５件） 

 ○ 令和５年９月末現在、市内では車上ねらいが１２７件 

（前年同期比＋４０件）と増加しており、県内では、 

８２０件（前年同期比－５件）と減少しています。 

● 車上ねらい被害件数（令和５年９月末） 

 

～防犯のポイント～ 
 
 ・ 車内の見えるところに貴重品や物を置かない 
・ 窓を閉め、ドアロックしたことを確認する 

 ・ 駐車場には照明設備を備え、夜間も明るくする 
 ・ 盗難防止装置や警報装置を装着する 

心構えと設備の両面から、しっかり対策を立てましょう。 

 



    ≪空き巣被害にご注意！≫ 
 

～被害防止のポイント～ 

 

令和５年９月末現在、「空き巣」の認知件数は、 
５７件（前年同期比 ＋１８件） 

と増加しています。 
 
空き巣の犯人は、下見を行い、生活パターンを

把握し、留守を狙って侵入します。 
 
日ごろから、「自分の財産は自分で守る。」と

いった防犯意識を持ち、侵入盗防止対策を進め

ましょう。 

● 戸締まりをしっかりと！ 

  ごみ出しなど、少しの時間でも必ず戸締まりをしましょう。 

● 防犯対策をしましょう！ 

  窓ガラスを割って侵入する手口が目立っています。 
   サッシに補助錠を付けたり、防犯ガラスや防犯フィルムを活用しましょう。 

● 留守だと悟られない工夫をしましょう！ 

郵便受けに新聞や郵便物を溜めないようにしましょう。 
 

【防犯診断を受けてみませんか？】 
川崎市では、家庭の防犯対策・防犯意識の向上を図るため、安全・安心まちづく

り対策員(警察官ＯＢの経験、知識豊かな職員)が、予約を受けて一戸建て住宅やマ

ンション、アパートなどの共同住宅を訪問し、建物の構造や防犯設備等の状況を

診断して、防犯上の指導やアドバイスを行っています。診断は無料です。ぜひご利

用ください。 
 
 

● 問い合わせ先 市民文化局地域安全推進課 
０４４－２００－２２８４、２２８５ 



≪チカンやひったくりにご注意！≫ 

 
〔掲載担当：市民文化局地域安全推進課〕 

 

 

● 「イヤホン」や「歩きスマホ」はやめましょう！ 

夜間、帰宅途中は特に注意が必要です。人通りの少ない道を歩くときには、

周囲に注意し、「自分も狙われている」といった防犯対策を立てましょう。 
   

防犯のポイントとして、 
 〇 チカン対策 

・ 夜間は遠回りでも明るく人通りの多い道を利用する。 
・ 携帯メールやイヤホンで音楽を聞きながら歩くことは周囲の物音や 
状況がわかりづらく危険なのでやめる。 

・ 深夜の帰宅は、タクシーを利用するか、家人に迎えにきてもらう。 
・ 万一の場合に備え、防犯ブザーはバックから出し、手に持って歩く。 

  〇 ひったくり対策 
・ バッグは車道と反対側に持つ（建物側に持つ）。 
・ 自転車のカゴには防犯ネット（カバー）を付ける。 
・ 歩きながらのメールやヘッドホンはやめる（犯人から狙われます）。 
・ 後方から来るバイク等に注意を払い、振り返る。 
・ 遠回りでも明るく人通りの多い道を選ぶ。 

 などを実践しましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   携帯に気を取られないで！      うしろ！うしろ！！ 



                                         
     
                          
   
                         

※令和５年１０月２日現在の概数                                  

 

区  件 数 前年比 死者数 前年比 負傷者数 前年同期比 

川崎区 ４２８ +２ ７ ＋６ ４８９ ＋２０ 

幸 区 １８１ －２５ ２ －１ ２００ －２６ 

中原区 ２４４ ＋３４ ２ ＋２ ２６６ ＋２５ 

高津区 ３２３ ＋３０ ２ ±０ ３７０ ＋３０ 

宮前区 ２７５ ＋２４ １ －３ ３２３ ＋３６ 

多摩区 ２９２ ＋１８ １ －１ ３４０ ＋２５ 

麻生区 ２４２ ＋７ ２ ＋１ ２６８ ＋６ 

市内合計 １，９８５ ＋９０ １７ ＋４ ２，２５６ ＋１１６ 

県内合計 １５，８５０ ＋５７５ ７７ ＋１ １８，６８４ ＋１，０２４ 

●川崎市・神奈川県内の交通事故発生状況 

（令和５年９月末） 

【市内の交通事故】   死亡事故急増！事故防止にご協力ください！！ 

 令和５年９月末現在の市内交通事故発生件数は１，９８５件（前年同期比＋９０件）、

死者数は１７人（前年同期比＋４人）、負傷者数は２，２５６人（前年同期比＋１１６人）で

した。また、県内では７７人（前年同期比＋１人）の方が亡くなられています。 

 運転者も歩行者も、交通ルールを守り、交通死亡事故をなくしましょう。 

 

【ヘルメットの着用努力義務について】 

４月１日、道路交通法の一部改正により自転車に乗るときは、年齢を問わずヘルメッ

トの着用が努力義務となりました。 

自転車乗車中の事故で亡くなられた方の約６割が頭部に致命傷を負っており、ヘル

メット非着用の場合の致死率は、ヘルメット着用時に比べて約２．１倍になるというデー

タもあるため、自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用しましょう。 

 

【自転車損害賠償責任保険等への加入について】 

 自転車の安全で適正な利用と自転車事故の被害者を速やかに救済し、加害者の経

済的負担を軽減するため、神奈川県では「自転車の安全で適正な利用の促進に関する

条例」により、県内で自転車を利用するときは、自転車損害賠償責任保険等への加入

が義務となっています。 

 

 



 
  

 

※ ２０２３年６月までに製造された最高速度表示灯を装備しない特定小型原動機付自転車を含む 

最高速度表示灯を装備しない特定小型原動機付自転車については、２０２４年１２月２２日までは特定小型原動機付自転車と

して適用する。 





 

 

自転車安全利用五則 

守りましょう！ 

自転車の基本的な通行ルール 

④飲酒運転は禁止 

①車道が原則、左側を通行 

歩道は例外、歩行者を優先 

大人も子どもも年齢を 
問わずヘルメットの 
着用は義務です。 

自転車の側面にも 
反射材 ( リフレクター ) 
をつけましょう。 

自転車は車の仲間です。 
お酒を飲んだら絶対に 
乗ってはいけません。 

③夜間はライトを点灯 

信号機のある場所では 
信号表示に従い、一時 
停止標識のある場所で 
は必ず止まり周囲の安 
全確認をしましょう。 

②交差点では信号と一時停 

止を守って、安全確認 

⑤ヘルメットを着用 

車道を走るときは、左側を通行しましょう。 
歩道を通行することができる場合でも歩行者が 
優先です。 

 

手軽で便利な自転車 

安全に正しく 

乗りましょう！ 





 

 

  

 

 

 

 

  

スマートフォンを見ながら 

● 歩行 
（例） 
人にぶつかり怪我をさせる  

⇒ 過失致死傷の刑事責任や賠償責任を負う可能性があります。 
道路に飛び出してしまう  

⇒ 車両等に跳ねられ、自身が怪我をする可能性があります。 
 
● 自転車を運転 

（例） 
人にぶつかり怪我をさせる 

⇒ 過失致死傷等の刑事責任や賠償責任を負う可能性があります。 
物にぶつかる 

⇒ 物を壊したり、自身が転倒し怪我をする可能性があります。 
スマートフォンを注視している  

⇒ 道路交通法違反（公安委員会遵守事項）になります。 
 
● 自動車、二輪車を運転 

（例） 
人にぶつかり怪我をさせる 
   ⇒ 過失運転致死傷の刑事責任や賠償責任を負う可能性があります。 

  スマートフォンを注視している 
    ⇒ 道路交通法違反（携帯電話使用等）になります。  

 
 

  

 

危険です！ながらスマホ！！ 

スマートフォンを操作しながら、歩いたり、

自転車を含む車両を運転していませんか？ 

次のような行為は、非常に危険な行為となり、

交通事故を引き起こし、自身が怪我をしたり、

他人に怪我をさせてしまう可能性があります。 

ながらスマホは絶対にやめましょう！！ 
 

 

 

 

 

 

 



運転免許自主返納を応援してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転免許証の自主返納制度の活用を 

  ※全てのイラストの二次使用は禁止します。 

【神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート協議会】 

高齢運転者に自主的な運転免許返納を促進し、企業・団体等の

協力のもと、地域ぐるみで高齢運転者の交通事故防止を支援する

ことを目的としています。サポート協議会に加盟する企業・団体

等は、自主返納者に提供する特典について、交通事故防止の支援

という趣旨に反しない範囲で、御協力をお願いいたします。 

 

※ 詳しくは、神奈川県警察又は神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート協議会

のホームページを御確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロテクターを着装しましょう。 

二輪車死亡事故の負傷部位をみますと、その

ほとんどが頭部と胸部です。 

頭部はヘルメットで一定の保護はされてい

ますが、胸部は無防備な人が多いのが現状です

（※画像の二次使用は禁止します。）。 

【 二輪車用プロテクターの一例 ⇒ 】 

市内（令和４年中）の二輪車乗車中の死者数３人 

 

 

初心者ライダーの皆さん注意しましょう！ 

 県内では、運転免許を取得して間がない二輪車運転者の交通死亡事故が複数発生してい

ます。スピードの出し過ぎや、ツーリング時に前車に追いつこうと無理な走行等をしないよう、安

全な運転を心がけましょう。 

二輪車による死亡事故・重傷事故の負傷部位をみますと

ほとんどが頭部と胸部です。頭部はヘルメットで一定の保

護はされていますが、胸部は無防備な人が多いのが現状

です。 

プロテクターを装着することで、事故による車両や道路と

の衝撃を和らげてくれるものもあります。車にはエアバック

がついているように、バイクに乗車する方も万が一に備え

た装備を装着しましょう。 

 ※全てのイラスト・画像の二次使用は禁止します。 

二輪車は見えにくい場所（死角）に入ることがあります！！ 



   

 

 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

自分がいくら注意していても、交通事故に遭わないという保証は 

ありません。不幸にして交通事故に巻き込まれますと、思いがけな 

い出費や相手方との示談交渉など、いろいろ面倒なことに追われる 

一方で、基礎的な法律知識などがないために、不利な条件で解決を 

強いられることも少なくないようです。 

市では、高津区役所内に交通事故相談所を設置し、専門の相談員 

が交通事故に関する相談に応じています。 

相談は無料です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

● 相談所の所在地 

高津区役所２階 地域振興課内 

● 電話番号 

 ０４４－８６１－３１４１ 

● 相談日・・（専門の相談員が対応） 

月曜日から金曜日までの毎日（祝日を除く） 

● 受付時間 

午前１０時から正午まで 及び 午後１時から午後４時まで 

～ 専門相談員による交通事故相談所のホームページ ～ 

http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000044898.html 

相 談 窓 口 等 

 

≪弁護士による交通事故相談（無料）も実施しています！≫ 

○ 相談所の所在地 
中原区役所４階 地域振興課内 

○ 相談日（予約制） 
毎月第３火曜日（祝日を除く）午後１時から午後４時まで 
（１人２５分以内、６人まで） 

○ 予約方法 
電話予約となります。（サンキューコールかわさき） 
電話 ０４４－２００－３９３９（先着順）  

【掲載担当：川崎市 市民文化局 地域安全推進課 交通安全係】 

 ※全てのイラスト・画像の二次使用は禁止します。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 神奈川県内の交通死亡事故により７７人の方

が亡くなられています。 
（令和５年９月末現在 概数） 

運転者も歩行者も注意して交通事故を減らし

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転者は、 

○ 横断歩道は歩行者優先です。 

○ 道路を横断する歩行者がいるかもしれない・・・。緊張感を持った

運転を心がけましょう。 

○ 二輪車が絡む、右直事故の死亡事故が増えています。慌てず、

ゆとりと譲り合いの心をもった運転をしましょう。 

歩行者は、 

○ 無理な横断は絶対にしないようにしましょう。 

○ 横断するときは、手を上げるなどして運転者に対して横断する意

思を明確に伝えるようにしましょう。 

○ 夕方・夜間は、明るい服装や反射材を身に付けましょう。 

○ 周囲への注意が薄れるため、歩きスマホはやめましょう。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 子どもと保護者、運転者も注意して、交通事故

に注意しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子どもの交通事故の傾向 
○ 交通事故に遭う時間帯は午前６時～８時、午後２時～午後６時

が多い！ 

登下校、友達との遊びや習い事など、子どもが一人歩きする機

会が多い時間帯なので注意しましょう。 

○ 交通事故の発生場所は、自宅近くが多い！ 

学校、公園など、自宅付近の交通量が多い場所や見通しの悪い

場所に注意しましょう。 

○ 交通事故の原因は飛び出しが多い！ 

見通しの悪い交差点や、駐車車両・走行中の車両の直前直後の

横断に気を付けましょう。 

 

保護者は子どもに、 
「道路に飛び出さない。」「信号を守ろう。」「横断歩道を渡ろう。」 

と呼びかけをお願いします。 
特に、県内では、歩行中の死傷者は７歳が最も多く、小学校１・２年

生は注意が必要です。交通ルールや道路の危険性について日頃から話し

合う等、地域で子どもを見守りましょう。 

車両の運転者は、 
「子どもが飛び出してくるかもしれない」と注意してください。 
特に、子どもは交通の危険性の認識が十分でないため、交差点を乱横

断することや、駐車車両・渋滞停止中の車両等の間から飛び出すことが

あります。また、子どもは体格的に車両等（電柱、看板等を含む）に隠

れてしまい、運転者の死角に入ることもあります。緊張感を持った運転

の心がけをお願いします。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

川崎市内において、二輪車が関係する右折直進

事故による死亡事故が多く発生しています。 

二輪車、車の運転はお互いに気を付けましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車の運転者は 

 ○ 交差点等の右左折時は、慌てずに、確実に安全確認を行いましょ

う。 

 ○ 運転席からは死角となる部分があります。安全確認は複数回行い

ましょう。 

 ○ 二輪車は車と違い小さいため、他の車両で見えにくくなっている

ことがあります。 

特に大型車両等の後続、側方からの二輪車の走行に注意しましょ

う。 

二輪車の運転者は 

○ 安全運転を心がけ、すり抜け運転等は危険なのでやめましょう。 

○ 車間距離を開けて、他の車両に隠れないようにしましょう。 

○ ヘルメットはきちんと装着し、反射材、プロテクターも活用しま 

しょう。 

 



 
 



 



 



 
 



 



● 電動アシスト自転車利用者の方へ 

 



● 前方不注意は交通事故のもと！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
車両を運転中、少しくらいなら前方から目を離しても大丈夫だと思っていま

せんか。 

 

 

 

 

 

等の状況に油断し、前方は安全だろうと、または短時間だから大丈夫だろうと過信して、 

 
 
 
 
 
 
 
 等の行為を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

○ 家の近くの道路や、仕事や通勤通学、買い物等で通行し慣れた道路 

○ 交通量が少ない道路 

○ 道路が直線で、幅員も広く見通しが良い道路 

○ 会社や家族からの電話連絡でスマートフォンを操作しようとした     

○ メールの確認でスマートフォンの画面を注視した 

○ 足もとに物を落としたため、探すため覗き込んだ 

○ カーナビの行き先地の設定に気を取られた    

○ 道路脇の風景・看板等に気を取られた      

○ 後部座席同乗者との会話に集中し振り向いた   

 

そ の 結 果 

前方の注意を怠ることに繋がり、 

  ○ 急な飛び出し等の対応が遅れる 

  ○ 信号機、標識等を見落とす 

  ○ 自分が思った通りに車両が進行していない 

ことで大きな交通事故を引き起こしてしまうことがあります。 

例えば、 

・速度４０㎞／ｈで走行中に２秒間に進む距離は約２２メートル、 

・速度３０㎞／ｈで走行中に２秒間に進む距離は約１６メートル、 

車両は進行するとされています。 

当然、速度が上がった場合、または前方から目を離す時間 

が増えた場合、進む距離は更に伸びます。 

 

少しの油断が大きな交通事故につながります。 

車両を運転中は運転に集中しましょう。 

 

 

 



● 飲酒運転根絶！！ 

 

  

アルコールは”少量”でも脳の機能を麻痺させます! 

 
飲酒運転は、ビールや日本酒などの酒類やアルコールを含む飲食物を摂取

し、アルコール分を体内に保有した状態で運転する行為です。アルコールには

麻痺(まひ)作用があり、脳の働きを麻痺させます。 

飲酒時には、安全運転に必要な情報処理能力、注 

意力、判断力などが低下している状態になり、具体 

的には、「気が大きくなり速度超過などの危険な運 

転をする」、「車間距離の判断を誤る」、「危険の 

察知が遅れたり、危険を察知してからブレーキペダ 

ルを踏むまでの時間が長くなる」など、飲酒運転は交通事故に結びつく危険性

を高めます。 

また、酒に弱いと言われる人だけではなく、酒に強いと言われる人でも、低

濃度のアルコールで運転操作等に影響を及ぼすとされています。 

飲酒したら絶対に車両等を運転してはいけません！ 

 
 

身近な人が飲酒運転で事故を起こしたら・・・、身近な人が飲酒運転による交通事故に遭っ

たら・・・。車両を運転する人も、その周囲の人も、「飲酒運転は絶対にダメ！」という強い

意思をもち、皆で協力して飲酒運転を根絶しましょう。 

 

飲酒運転を無くすための３つの約束 

 

約束１ お酒を飲んだら運転しない 

        お酒を飲んだら絶対に運転せず、公共交

通機関の利用や運転代行を利用する。 

約束２ 運転する人にはお酒を飲ませない 

     運転するおそれがある人にお酒を勧め

たり、飲ませたりしない。 

約束３ お酒を飲んだ人には運転させない 

     飲酒した人には絶対に運転させない。飲

酒運転の車に同乗しない。 



 


